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令和３年(ワ)第 18684号中央新幹線工事差止等請求事件

原  告  三 木 一 彦 ほか 23名

被  告  東海旅客鉄道(株)

2022年 3月 16日

東京地方裁判所民事第 12部甲合議Ｂ係 御中

                      原告ら訴訟代理人

                      弁護士 梶 山 正 三

                      弁護士 樋 渡 俊 一

原告ら第４準備書面

はじめに

大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成 12年法律 87号/以下「大深

度法」という)が憲法及び民法に違反し、それ故に同法自体無効であることは原

告ら第３準備書面において述べたとおりである。

上記前提においては、同法の各条文ごとに、本件への適用の是非、適用するに

際しての問題点を述べる意義がないとも云えよう。

しかしながら現実には、本件訴訟において工事の差止を求めている事業が、同

法の適用を受けて工事が開始されているのであるから、各条文ごとに、同法の本

件事業への適用にの可否について論ずることにより同法自体の違憲、無効とい

う点を捨象しても、本件事業が違法である所以を明らかにすることができる。

本書面は、上記意味で、本件訴訟への同法の適用に関して、同法の条文に則し

て、その違法性を述べるものである。但し、全ての条文について個別に取り上げ
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るのではなく、当面、重要な問題に絞った。

而して、本書面は以下の事項について原告らの主張を述べるものである。

第１に、大深度法の本件事業への適用については、主として以下の条文に関す

る。第１条、第２条、第５条、第７条、第 13条、第 14条、第 16条、第 20条

等である。これらのうち、特に第 16 条(国土交通大臣による認可)手続きの違法

性は問題が多岐にわたるので、別項とする。

いずれにしても、本件事業の可否に関する論点を網羅的に述べるものではな

く、取りあえず、重要な点に絞る。

第２に、本件訴訟の今後の進行についてである。

被告は、既に北品川非常口にシールドマシンを設置して工事を開始しており、

原告らの人格権、財産権の侵害の危険は切迫している。その緊急性、危険の切迫

という事態を前提にして、裁判所の訴訟指揮に関して原告らとしても、御庁に配

慮をお願いしたいと事項がある。それについて述べる。

以下、上記順序による。

第１ 大深度法の本件事業への各適用について

１ 第１条関係

   第１条にはこの法律の目的が述べられている。「公共の利益となる事業」

に対して、「大深度地下」の使用を認め、当該事業の「円滑な遂行」と「大

深度地下の適正かつ合理的な利用を図る」ことが目的だというのである。

   大深度地下とは、如何なるものか？というのが、この法律の肝
きも

であるが、

後述するとおり、「大深度」という名称自体が欺瞞的である。この法律で定

義している地下は「決して深くない。日常的に利用され得る地下」だからで

ある。

そもそも本件事業は、「公共の利益となる事業」ではない。端的に言えば、

公益に著しく反する事業、“反公益的”事業であることに疑問はない。これ

を証する証拠は、比喩的に言えば無数にある。

本件は、差止請求権の是非をテーマとする裁判であるから、受忍限度論を
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前提にすれば、上記、本件事業の反公益的事業である所以は、本件の重要な

論点の１つとなり得るので、この点に関しては、おって主張する予定である。

公共事業であることと、公益的事業であることは、決してイコールではな

い。大深度法が、その点を区別しているとすれば評価できる。

２ 第２条関係

   第２条は、「大深度地下」の定義規定である。以下のとおり。

第二条 この法律において「大深度地下」とは、次の各号に掲げる深さのうち

いずれか深い方以上の深さの地下をいう。

一 建築物の地下室及びその建設の用に通常供されることがない地下の深さとし

て政令で定める深さ

二 当該地下の使用をしようとする地点において通常の建築物の基礎ぐいを支持

することができる地盤として政令で定めるもののうち最も浅い部分の深さに政

令で定める距離を加えた深さ

   出来の悪い規定である。「通常供されることがない地下の深さ」の「通常」

の意味が不明である。建築物の地下部分は、要するに建築物の「地盤」であ

るから、「用に供されている」のが通常である。

本件に即して云えば、地下 50m とか、地下 90m 程度の深さは、地盤の一部

を構成しているから、「用に供されている」としか解釈できない。

この趣旨不明の条文は令(1条、2条)を読むとさらに支離滅裂である。

   順に説明すると、まず、第１に、法第２条の一号と二号の関係である

が、地下 40m 以深を「大深度地下」の原則だが、基礎地盤が軟弱である場

合は「通常の
、、、

建築物の基礎杭を支持することが出来る地盤」まで 40m 以深

まで探ったうえで、当該地盤に到達したら、それより「政令で定める深

さ」(10m)を加えて、それ以深を「大深度地下」とする。

   ここでも「通常」の意味が不明(不明というか、法律用語としては意味

をなさない)。
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    要するに、「通常
、、

の強固な地盤があれば、その 10m 以深の地下は使っ

てもいいじゃないか」ということである。

（建築物の地下室及びその建設の用に通常供されることがない地下の深さ）

第一条 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法（以下「法」という。）第二条第

一項第一号の政令で定める深さは、地表から四十メートルとする。

（通常の建築物の基礎ぐいを支持することができる地盤等）

第二条 法第二条第一項第二号の通常の建築物の基礎ぐいを支持することができる地

盤として政令で定めるものは、その地盤において建築物の基礎ぐいを支持することに

より当該基礎ぐいが一平方メートル当たり二千五百キロニュートン以上の許容支持力

を有することとなる地盤（以下「支持地盤」という。）とする。

２ 前項の許容支持力は、地盤調査の結果に基づき、国土交通大臣が定める方法によ

り算出するものとする。

３ 法第二条第一項第二号の政令で定める距離は、十メートルとする。

端的に、批判する。

① 法及び政令で使用されている「通常」の意味が、不明。「通常」でない

場合は、どうするの？

② 地盤の強度は一律でもないし、一様でもない。部分的に脆弱な部分も

あり、数メートル離れれば強度が異なることもある。

そうすると、本件のように掘進地点ごとに地盤が異なる場合は、例え

ば、1mごとに、地盤の強度を測定するわけ？そんなことは出来ないし、

被告はやっていない。

  ③ 仮に、強固な地盤があるとしても、その下の部分を「どのようにいじ

くっても問題なし」という趣旨か？周知のように、強固な地盤も、さら

にその下部の地盤や帯水層で支えられている。端的に言えば、強固な地

盤も、その下にトンネルを掘れば、地下水の流亡、地下空洞の形成によ

り、地盤沈下、亀裂等を生ずる。

要するに、強固な地盤の存在だとか、40m 以深などという定義は、「通常
、、

の使用」というさらに意味不明な単語と結びついて、法令用語としての体を
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なしていない。

大深度法は、原告第３準備書面で述べたように、「憲法違反」「民法違反」

の法律であるが、その支離滅裂な内容から見ても、この法律に基づく認可等

の手続きは法的根拠を欠くものとして“却下”されなければならない。

３ 第５条関係

   第５条の規定は以下のとおり。

（安全の確保及び環境の保全の配慮）

第五条 大深度地下の使用に当たっては、その特性にかんがみ、安全の確保及び

環境の保全に特に配慮しなければならない。

   当然の規定のようだが、もともと、「大深度地下」の使用を認めること自

体が、「安全の確保及び環境の保全に」配慮していないのだから、自己矛盾

の規定と言うことになる。

   本件に即して云えば、被告によるリニア中央新幹線の工事は、各地で深刻

な事故を起こしており、例えば、2021年 10月から本年 3月 10日までの短

期間に４件もの死傷事故を起こしている。北品川非常口からのシールドマ

シンによるトンネル掘削に関しても、被告は、新たな地質調査はしないと言

明しており、こんな対応しか出来ない被告に工事をさせてはならない。

４ 第７条関係

   第７条の 1項、２項を下記に示す。

（大深度地下使用協議会）

第七条 公共の利益となる事業の円滑な遂行と大深度地下の適正かつ合理的な利

用を図るために必要な協議を行うため、対象地域ごとに、政令で定めるところ

により、国の関係行政機関及び関係都道府県（以下この条において「国の行政

機関等」という。）により、大深度地下使用協議会（以下「協議会」とい

う。）を組織する。

２ 前項の協議を行うための会議（第五項において「会議」という。）は、国の

行政機関等の長又はその指名する職員をもって構成する。



p. 6

   実際に、この規定が機能しているかどうか不明である。本件に即して云え

ば、恐らく機能していない。

「使用協議会」の規定を一読して、最も問題と思われるのは、大深度地下

の使用という憲法違反、民法違反の行為を国交大臣が公認(認可)した場合、

確実に、土地所有権に危害が及ぶはずの土地所有者等の利害関係人が全く

の“カヤの外”に置かれていることである。使用協議会のメンバーは、役所

の人間であり、それ以外のメンバー(地元住民など)は、排除する構造が露骨

である。

要するに、この法律は、「大深度地下」という、土地所有者に被害を与え

る蓋然性が強い土地使用を認めながら、利害関係者には「一切口出しをさせ

ない」という構造を有しており、第７条の規定もその趣旨を貫いているので

ある。

シールドマシンによるトンネル掘削が、切羽及び掘進地点の直上のみな

らず、掘削地点の深さに応じて、広範囲の地表面に変位をもたらし、地下空

洞の生成、地盤沈下、亀裂の発生、地下水の流失等を生じることは周知の事

実であるのに(例えば、甲 8 号証参照)、この法律は、それらの点に全く配

慮していない。極めて強権的構造を有する。

５ 第 20条関係

   第 20 条は、土地収用法の一部規定の「準用」を述べている(次ページに

条文を示した)。

   準用規定は一般に読みにくいものだが、大深度法と土地収用法との主な

違いを指摘する。

第１に、土地収用法における事業認定に相当する手続きが「使用の認

可」(「使用の認可」については後述)だが、事業認定に関しては、土地所

有者による不服申立の手続きが保障されていて、行政不服審査の対象にな

るし、かつ、抗告訴訟の対象になる。

一方、大深度法の「使用の認可」は、直上の土地の所有者はもとより、
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地表面に影響を受けると予想される範囲(本件に即して云えば、例えば、

切羽の直上から半径掘削深度に相当する円内)の土地所有者は全くの“カ

ヤの外”である。

つまり、現実的な利害関係者は全く知らぬ間に認可が下りて、工事が開

始されることになる。大深度法は建前として、法 2条の要件(前記のとお

り、曖昧で出来の悪い要件だが)を満たせば、土地所有者に対する権利侵

害はないとしているから(現実を無視した仮定)である。

第２に、土地収用法の場合には、土地所有者による「拒否」の手続きが

保障されていて、それに対する「収用裁決」という行政手続きがあり、さ

らにそれを経て、抗告訴訟(裁決取消の訴訟)に至る制度が予定されてい

る。一方、大深度法は、例えば、「井戸の所有者」による異議申立の手続

きがあるが、「異議があっても」、工事の進行は止まらない。井戸の所有

者に対する「補償」の規定はあるが、補償額が合意に達しなくても、工事

は進行できる。

（使用の認可の手続に関する土地収用法の準用）

第二十条 国土交通大臣又は都道府県知事が使用の認可に関する処分を行おうと

する場合の手続については、前二条に規定するもののほか、土地収用法第二十

二条から第二十五条までの規定を準用する。この場合において、同法第二十二

条、第二十三条第一項、第二十四条第一項及び第二十五条第一項中「事業の認

定」とあり、並びに同条第二項中「認定」とあるのは「使用の認可」と、同法

第二十三条第一項中「場合において、当該事業の認定について利害関係を有す

る者から次条第二項の縦覧期間内に国土交通省令で定めるところにより公聴会

を開催すべき旨の請求があつたときその他」とあるのは「場合において」と、

同条第二項並びに同法第二十四条第二項及び第四項中「起業者」とあるのは

「事業者」と、同法第二十三条第二項及び第二十四条第一項から第四項までの

規定中「起業地」とあるのは「事業区域」と、同条第一項中「第二十条」とあ

るのは「大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第十六条」と、同項及び

事業認定申請書」とあるのは「使用認可申請書」と読み替えるものとする。
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    そもそも、補償の対象として「井戸その他の物件」しか、念頭にない点

に、この法律の非論理性が明らかである。大深度地下の使用による土地所

有者への甚大な影響を「一般論としては無視」したうえに「例外的な場合

としてのみ井戸その他」への影響だけを取り上げているのである。

６ 第 25条関係

（使用の認可の効果）

第二十五条 第二十一条第一項の規定による告示があったときは、当該告示の日

において、認可事業者は、当該告示に係る使用の期間中事業区域を使用する権

利を取得し、当該事業区域に係る土地に関するその他の権利は、認可事業者に

よる事業区域の使用を妨げ、又は当該告示に係る施設若しくは工作物の耐力及

び事業区域の位置からみて認可事業者による事業区域の使用に支障を及ぼす限

度においてその行使を制限される。

   法 25 条は上掲のとおりだが、これも極めて非論理的な規定である。

   端的に説明すると以下のとおり。

大深度地下の使用は、地上の所有権の行使に影響を与えない。

              

土地所有者の意見も聞かず、その意思に反しても地下使用を認める

使用を認めた(認可)されたら、土地所有者は地下使用に支障を与え

る行為は禁止される。

   いつのまにか、「大深度地下の使用は土地所有権の行使に影響を与えない」

という大深度法の大前提は崩れ、土地所有者の意思を全く無視した上で、一

旦認可されたら、土地所有者が、地下の使用に支障を与える行為は禁止され

る、ということは、大深度地下の認可により、地上の所有権の行使に制限を

生ずることがあり得ることを認めているわけだから、この点においても、大
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深度法は、その根本において論理的に破綻していることが明らかである。

第２ 国土交通大臣による認可(第 16 条)の違法性

１ 認可手続きとその違法性

   原告第３準備書面及び本書面で既に述べたことで、大深度法の本件事業

への適用は認められない。換言すれば、本件事業において、事業者は大深度

地下を使用する権限は有しないと解する他はない。

   その点は、被告の反論を待ってさらに述べる。本書面では、法 16条の本

件への適用に関して述べておく。

（使用の認可の要件）

第十六条 国土交通大臣又は都道府県知事は、申請に係る事業が次に掲げる要件

のすべてに該当するときは、使用の認可をすることができる。

一 事業が第四条各号に掲げるものであること。

二 事業が対象地域における大深度地下で施行されるものであること。

三 事業の円滑な遂行のため大深度地下を使用する公益上の必要があるものであ

ること。

四 事業者が当該事業を遂行する十分な意思と能力を有する者であること。

五 事業計画が基本方針に適合するものであること。

六 事業により設置する施設又は工作物が、事業区域に係る土地に通常の建築物

が建築されてもその構造に支障がないものとして政令で定める耐力以上の耐力

を有するものであること。

七 事業の施行に伴い、事業区域にある井戸その他の物件の移転又は除却が必要

となるときは、その移転又は除却が困難又は不適当でないと認められること。

   この条文に先行して、法 12条、13条、14条の規定による手続きがある

が、第 15条と関連して一括して要点のみ述べる。

   第１に、事業概要書の公告・縦覧等の手続き(法 12条)を見ると、一見し

て利害関係者のための情報開示のための手続きのようだが、実はそうでは

ない。条文の見出しに「事前の事業間調整」とあるように、大深度地下を使
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用する事業者間の利害調整に過ぎず、ここでも、大深度地下の上部地盤の所

有者、建物等所有者は「関係ない」として当初から排除されているのである。

第２に、法 13条の「物件調書」については、事業区域に「井戸その他の

物件」があるときは、調書の載せなければならないとされている。しかし、

注意すべきは「事業区域」の意味である。

   “事業区域”とは、法 2条３項によると「大深度地下の一定の範囲における

立体的な区域」と定義されている。つまり、大深度地下として認定された地

下部分よりも、上の部分も、その下の部分も「事業区域」には含まれないの

である。だから、地表から深さ 40m程度の井戸があっても、そもそも「物

件」としての扱いも受けない。

   そうすると、法 15条の「使用認可申請」の手続き及び法 16条の「使用

認可」の手続きにおいて、大深度地下の上部地盤の所有者、居住者、建物等

構造物の所有者、使用者などは、法 16条の認可に至るまで、一切口出しし

たり、自分の利害関係、健康被害の可能性などを主張する場がない、という

ことになる。

法 16条の「認可」の要件(前ページ)について、本件に即して見てみよう。

三号は、「事業の円滑な遂行のため大深度地下を使用する公益上の必要

があるものであること。」だが、本件事業が反公益的事業であることは既

に述べたとおり。

四号は、「事業者が当該事業を遂行する十分な意思と能力を有する者で

あること。」であるが、この点については、被告にそのような能力がない

とは実はハッキリしている。

六号は、「事業により設置する施設又は工作物が、事業区域に係る土地

に通常の建築物が建築されてもその構造に支障がないものとして政令で定

める耐力以上の耐力を有するものであること。」だが、この規定には、問

題が多い。

まず、例によって「通常」の意味が全く不明である。「事業区域に係る
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土地」とあるが、本件の場合は、事業区域に係る土地の範囲は、例えば、

現在被告が工事に着手した北品川非常口～等々力非常口までに限っても、

延々と長い。その全ての部分において、「政令で定める耐力以上の耐力」が

あるか否かなど、検証できるはずがない。

要するに、この要件は、フィクションであって、「あり得ない」又は「検

証不能」の事実を、「存在するものとして仮想」するに過ぎない。

仮想された事実に基づく「認可」であるから、その点だけを取っても違法

である。

２ 不法行為の成立と国家賠償法

   大深度法は、原告ら準備書面３で憲法違反、民法違反の法律であることを

明らかにした。そして、本書面では、各条文を本件に即して検討した結果、

以下の点が明らかである。

   第１に、大深度法は、法 2条で定義された大深度地下の使用が、その上部

地盤の構造物等に「影響がない」ことを前提にしているが、そのような前提

は成り立たない。なお、国会での答弁において、大深度地下について、「通

常使用されない空間」という説明があったとしても、それも誤りであり、か

つ、現実に通常使用されないという前提も成り立たない。

第２に、大深度地下の使用は、必ず上部地盤そのもの及びその地盤上の構

造物等に影響を与え、地盤沈下、陥没、地下空洞の形成を招くが、影響を受

ける土地所有者、居住者等に対する手続き上の保障、損害の補償等は、法令

上一切考慮されていないだけでなく、無視するという対応が一貫している。

第３に、そうすると、被告が、大深度法を根拠に、シールドマシンによる

トンネル掘削を行うことで、上記「第２」で指摘したとおり、土地所有者、

居住者、建物等所有者に損害を与えることは、民事上の“不法行為”に該当

し、刑事的には、建造物等損壊罪、不動産侵奪罪等の行為に該当する。

第４に、本件事業に関して、法 16条に基づく「認可」を与えた、国土交

通大臣は、民事上は被告との共同不法行為者として、民事上の責任を免れな
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い(但し、公務員であるから国家賠償法１条１項による)。刑事上の責任とし

ても、被告との“共謀共同正犯”ということになる。

第５に、被告及び国土交通大臣は、上記「第２」の損害等を生じた場合“予

見可能性”がないとして、民事上、刑事上の責任を免れるか、という点につ

いても、既に明らかにしたように、十分に予見可能であるから、その責を免

れない。

第６に、被告及び国土交通大臣は、上記の損害等を生じさせた場合「法令

に基づく行為」として、違法性を阻却されるか？という点については、否定

せざるを得ない。この点は、大深度法が、違憲無効な法令か否かということ

とは直接の関係がない。大深度法は、民対民の関係を規律する法令ではなく、

規制行政と事業者の関係を規律する法令であるから、この法律に基づく行

為も、民事上は違法となり得ることは通説判例と言って良い(このことは、

訴状/8～11ページで詳しく説明した)。

   以上のとおり、被告が、昨年 10月 14日に着手した北品川非常口を出発

点とするシールドマシンによるトンネル掘削は、「犯罪行為への着手」であ

って、原告らは、即時停止を強く求めるものである。

なお、幸いなことに、現時点では、上記犯罪行為の進行は遅々としている

ようであるが、即時停止を求めないと大変なことになる、という強い危機感

を原告らは抱いている。

第３ 今後の進行と原告らの予定

１ 今後の予定

   原告らは、被告による上記掘進が、明確な犯罪行為であり、かつ、このま

ま放置すれば、原告らの人格権、財産権が侵害されることは明らかであり、

その危険は切迫していることから、次回期日までには、そのための主張立証

に全力を挙げる決意である。
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２ 裁判所の訴訟指揮は不当

   前回期日において、原告ら第２準備書面を提出し、被告が着手した北品川

非常口からの違法な掘進に関連して、事実関係を明確にするための「求釈明」

を提示した。

   然るに、裁判長は、上記「求釈明に直ぐに答える必要はない」などと述べ

て、求釈明に対する被告の応答を封じるかのような訴訟指揮をした。

前述のとおり、被告の上記掘進は犯罪行為であり、それによる原告らの財

産権、人格権は、喫緊の危機に瀕しているのであるから、訴訟の進行は迅速

でなければならず、訴訟進行を渋滞させるかのような裁判長の訴訟指揮は

不当であり、その撤回を求めるものである。

(終)


